
当学園の新入生またはその保護者、入学予定の方またはその保護者からのご寄付について

2026年4月に入学した場合。2027年1月以降が寄付金控除対象となります

 下記の図は、2026年2月に入学願書受付開始された場合です

2026年 2027年

5月以降

願書 入学

※翌年1月以降をご検討ください

3月 4月9月 10月 11月 12月 1月 2月

 入学願書受付日から入学予定の年の年末の期間のご寄付は、

「学校の入学に関わる寄付金」とみなされ寄付金控除の対象外となります。

（所得税法78条2項「学校の入学に関してする寄付金」に該当）

入学後の翌年1月以降の手続きをご検討ください。

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

寄付金控除対象外です

１月以降は寄付金控除対象です


